
近
世
日
蓮
宗
寺
院
の
宝
物
管
理
に
つ
い
て
付望

月

真

澄

は

じ

め

に

日
進
教
団
史
の
研
究
を
行
な
う
た
め
の
基
礎
的
な
材
料
と
な
る
も
の
に
文
献
史
料
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
研
究
の
デ
ー
タ
と
な
る
と

と
も
に
、
教
団
の
構
造
を
解
明
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
の
要
素
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
文
献
史
料
の
中
に
、
宝
物
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
勺

v

現
在
、
日
蓮
宗
寺
院
に
あ
る
宝
物
は
、
川
寺
院
の
開
創
以
来
伝
わ
っ
て
き

た
も
の
、

ω檀
家
・
信
者
よ
り
寄
進
さ
れ
た
も
の
、
川
歴
代
各
上
人
が
蒐
集
し
た
も
の
、
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
、
過
去
に
火
災
・
盗
難
・

紛
失
等
が
あ
っ
た
も
の
の
、
現
在
は
大
切
に
格
議
さ
れ
て
い
る
。

(113) 

こ
う
し
て
、
先
師
が
所
持
・
蒐
集
し
た
宝
物
類
は
そ
の
も
の
が
有
す
る
時
代
背
景
や
当
時
の
信
仰
を
知
る
貴
重
な
手
掛
り
に
な
る
と
思

わ
れ
る
。

し
か
し
、
従
来
宝
物
に
関
す
る
研
究
は
、
伝
来
・
蒐
集
の
観
点
か
ら
、
そ
の
中
で
も
日
蓮
聖
人
の
真
蹟
遺
文
に
関
し
て
検
討
を
加
え
た

内

2
》

も
の
が
多
く
、
管
理
面
を
テ
l

マ
と
し
て
扱
っ
た
論
稿
は
ほ
と
ん
ど
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
こ
で
、
本
稿
は
宝
物
管
理
の
観
点
か
ら
、
そ
の
方
法
を
歴
史
的
に
追
求
し
、
そ
の
時
代
に
お
け
る
管
理
の
あ
り
方
を
問
う
て
み
た
も

の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
川
、
宝
物
格
設
の
制
規
、

ω、
宝
物
の
散
逸
・
盗
難
、
川
、
宝
物
の
蒐
集
・
整
理
、

ω、
宝
物
の
修
理
・
保

近
世
日
蓮
宗
寺
院
の
宝
物
管
理
に
つ
い
て
H
（
望
月
）



近
世
日
蓮
宗
寺
院
の
宝
物
管
理
に
つ
い
て
H
ハ望月〉

存
、
刷
、
宝
物
の
貸
借
・
公
開
の
そ
れ
ぞ
れ
の
面
か
ら
追
求
し
、
今
回
は
そ
の
中
の

ω、
ωを
扱
っ
て
み
た
。

な
お
、
検
討
に
際
し
て
は
、
江
戸
時
代
に
着
目
し
、
そ
の
時
代
に
多
く
の
宝
物
を
所
蔵
し
て
い
た
と
さ
れ
る
身
延
山
久
遠
寺
、
中
山
法

華
経
寺
等
の
事
例
を
中
心
に
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
、
江
戸
時
代
の
宝
物
格
護
の
制
規
に
つ
い
て
宝
物
管
理
の
旋
書
よ
り
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

江
戸
時
代
に
お
け
る
寺
院
の
宝
物
は
、
主
に
宝
物
収
蔵
庫
ハ
宝
蔵
〉
に
格
護
さ
れ
て
い
た
が
、
身
延
久
遠
寺
の
場
合
を
み
る
と
、
東
蔵

．
中
蔵
・
西
蔵
の
三
つ
の
蔵
に
分
納
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

bv

宝
永
四
年
〈
一
七

O
七
〉
の
「
由
緒
書
」
を
み
る
勺

v

(114) 

一
、
延
山
ニ
祖
師
之
漫
茶
羅
消
息
其
外
古
仏
等
、
倭
漢
之
世
財
法
財
数
多
御
座
候
、
具
－
－
者
難
レ
記
候
、

と
、
宝
物
が
数
多
く
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
宝
物
類
を
格
護
す
る
た
め
、
身
延
三
十
一
世
日
脱
は
天
和
元
年
〈
一
六
八
一
〉
に
宝
蔵
の
提
書
を
出
し
て
い
る
。

そ
の
「
酉
蔵
定
」
の
二
カ
条
目
に
、

一
、
此
蔵
之
書
物
東
蔵
江
不
レ
可
レ
入
事
、

と
、
東
西
の
蔵
の
宝
物
を
区
別
し
て
管
理
す
べ
き
旨
が
示
さ
れ
、
三
カ
条
目
に
、

一
、
惣
而
書
籍
出
入
之
時
節
貫
首
江
可
レ
遂
＝
其
断
－
事
、

と
、
書
物
を
出
し
入
れ
す
る
時
は
、
貫
首
（
法
主
〉
に
断
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
あ
げ
、
四
カ
条
目
に
は
、



一
、
惣
而
此
蔵
之
書
物
不
レ
可
レ
致
－
－
借
用
一
事
、

と
、
宝
蔵
の
審
物
を
借
し
出
し
て
は
い
け
な
い
旨
が
示
さ
れ
、
五
カ
条
目
に
は
、

一
、
初
為
＝
取
出
－
之
箱
江
必
可
＝
納
置
－
事
、

と
、
出
し
入
れ
を
き
ち
ん
と
す
る
よ
う
訓
辞
し
、
以
上
の
箇
条
書
を
こ
の
宝
蔵
へ
出
入
す
る
者
は
必
ず
一
覧
す
る
よ
う
定
め
て
い
る
。

こ
の
脱
師
定
番
は
、
江
戸
時
代
の
身
延
文
庫
の
宝
物
管
理
の
指
標
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
を
受
け
三
十
三
世
の
日
亨
も
、
正
徳
二
年
三

七
一
二
）
に
「
蔵
書
定
メ
番
キ
」
を
出
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、

「
後
代
之
貫
首
閑
暇
之
節
東
西
二
蔵
之
書
物
改
レ
之
代
々
之
筆
肝
要
ノ
番
ハ
西
蔵
ニ
収
之
」

と

貫
首
が
宝
蔵
の
整

理
を
行
な
い
、
貴
重
な
書
物
は
西
蔵
に
収
め
る
よ
う
言
い
渡
し
、

ご
両
年
－
二
度
モ
虫
払
可
有
之
」
と
、
書
物
の
虫
干
し
の
必
要
性
、

す
な
わ
ち
保
存
管
理
の
必
要
性
を
記
し
て
い
る
。

ま
た
、

「
東
西
二
階
ノ
書
物
之
内
古
キ
書
本
之
経
疏
等
、

経
蔵
板
行
－
一
有
レ
之
類
虫
入

( 115) 

ハ
経
穴
ュ
収
之
」
と
、
虫
喰
い
が
あ
る
書
物
は
、
宝
蔵
と
は
別
の
場
所
へ
移
す
よ
う
に
し
て
、
虫
喰
い
が
広
ま
ら
な
い
よ
う
書
物
を
分
納

す
る
よ
う
な
気
配
り
も
さ
れ
て
い
る
。

四
十
一
世
日
妙
も
、
こ
の
あ
と
宝
暦
七
年
〈
一
七
五
七
〉
に
「
西
蔵
民
を
出
し
、

一
カ
条
目
に
、

一
、
書
籍
法
度
之
儀
者
、
脱
師
式
目
之
通
可
レ
仕
事
、

と
、
前
述
の
三
十
一
世
日
脱
の
定
書
の
通
り
に
す
べ
き
と
し
、
ニ
カ
条
目
に
、

一
、
惣
而
此
蔵
江
入
置
候
品
ニ
於
＝
出
入
－
之
節
者
、
貫
首
江
可
レ
遂
－
一
其
断
一
事
、

と
、
や
は
り
貫
首
が
管
理
の
責
任
者
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
三
カ
条
目
に
は
、

一
、
貫
首
出
府
之
節
無
レ
拠
用
事

於
レ
有
レ
之
者
衆
評
之
上
五
老
僧
並

当
番
立
会
ュ
而
可
レ
致
コ
開
封
－
事
、

近
世
日
蓮
宗
寺
院
の
宝
物
管
理
に
つ
い
て
付
ハ
望
月
）



近
世
日
蓮
宗
寺
院
の
宝
物
管
理
に
つ
い
て
村
ハ
望
月
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と
、
貫
首
が
不
在
の
時
に
宝
蔵
を
あ
け
る
場
合
は
、
五
老
僧
と
当
番
が
立
合
う
よ
う
厳
重
な
対
処
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
と
、

--, 
封

印
者
五
老
僧
並
当
番
中
可
為
印
判
事
、
右
之
条
々
此
蔵
江
出
入
之
仁
者
、
致
三
覧
－
堅
可
－
－
相
守
－
者
也
」
と
、
宝
蔵
の
封
印
は
五
老
僧
と

当
番
の
印
判
が
必
要
で
あ
っ
た
。

正
徳
二
年
三
七
一
二
〉
に
日
亨
が
記
し
た
「
甲
州
身
延
諸
堂
細
調
的
を
み
る
と
「
貫
首
在
山
議
長
ノ
外
戸
貫
首
方
丈
ノ
院
主

五
老
僧
ノ
内
当
番
巳
上
三
判
印
、
封
貫
首
在
江
ノ
節
者
方
丈
院
主
五
老
僧
ノ
内
当
番
両
封
永
代
不
可
ν違
レ
之
者
也
」
と
、
貫
首
不
在
の
時

は
方
丈
の
院
主
、
五
老
僧
の
う
ち
当
番
以
上
の
三
印
判
が
必
要
と
し
、
在
山
の
節
は
方
丈
・
五
老
僧
の
う
ち
当
番
が
封
を
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い

bv
こ
の
五
老
僧
に
よ
る
宝
物
護
持
の
職
責
は
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
の
「
衆
評
席
式
目
」
に
も
み
ら
匂
彼
ら
は
貫
主
と
共

に
大
き
な
責
任
を
果
た
し
て
い
た
と
い
え
る
。

比
企
谷
妙
本
寺
の
場
合
を
み
る
と
、
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
〉
に
両
山
十
二
世
自
慢
が
定
書
を
認
め
て
い
る
。
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一
、
比
企
谷
妙
本
寺
之
御
霊
宝
縦
難
為
一
字
任
自
意
不
須
取
之
事
、

一
、
若
於
遠
処
拝
覧
之
望
有
之
者
老
僧
且
持
参
之
不
可
留
他
所
早
速
可
納
宝
蔵
之
事
、

右
之
旨
於
違
背
者
可
蒙
三
宝
祖
師
之
御
罰
者
也
後
代
貫
首
番
此
一
紙
可
被
納
宝
蔵
者
也

天
正
十
六
年
刊
七
月
廿
五
日

日

慢

御
在
判

こ
れ
は
、

一
カ
条
目
に
宝
物
を
格
護
す
る
旨
が
、
そ
し
て
、
ニ
ヵ
条
目
に
は
宝
物
の
他
所
へ
の
出
し
入
れ
に
関
し
て
の
注
意
が
払
わ
れ

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
宝
物
を
格
護
す
べ
き
制
規
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
、
こ
の
定
書
に
背
い
た
ら
コ
ニ
宝

祖
師
之
御
罰
」
を
蒙
る
と
あ
り
、
後
代
の
貫
首
へ
の
定
書
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。



ま
た
、
中
山
法
華
経
寺
で
は
、
早
く
も
永
仁
七
年
（
三
九
九
三
日
常
置
段
、

「
聖
人
御
書
並
六
十
巻
以
下
聖
教
等
、
不
可
出
寺

中
事
」
と
あ
る
こ
と
よ
り
、
聖
人
滅
後
間
も
な
く
聖
教
類
に
関
す
る
旋
番
が
出
さ
れ
、
こ
れ
ら
は
門
外
不
出
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
置
文
は
、
歴
代
の
貫
主
に
遵
守
さ
れ
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
も
十
四
世
日
通
は
、
慶
長
十
一
年
三
六

O
六
〉
に
「
本
妙
法
華
経

nnv 

寺
御
霊
宝
一
字
一
点
茂
不
可
紛
失
」
と
い
う
こ
と
を
哲
約
し
、
以
後
歴
代
の
貫
主
が
署
判
を
加
え
て
い
る
。
以
降
、
聖
教
類
を
は
じ
め
と

す
る
宝
物
類
は
同
寺
の
鬼
子
母
神
堂
内
に
奉
安
さ
れ
、
こ
こ
で
貫
主
管
理
の
も
と
に
格
議
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
匂

こ
う
し
た
寺
院
側
の
宝
物
格
護
の
姿
勢
は
、
檀
信
徒
、
講
中
に
も
受
け
継
が
れ
、
中
山
法
華
経
寺
の
講
中
で
市
川
市
大
野
に
あ
る
大
野

講
で
は
、
幕
末
戊
辰
戦
争
の
折
に
聖
教
類
を
大
野
浄
光
寺
へ
避
難
さ
せ
る
よ
う
な
積
極
的
な
格
護
の
姿
勢
を
み
せ
、
八
月
十
日
の
中
山
の

「
御
霊
宝
虫
払
会
」
に
は
境
内
の
草
刈
り
を
行
な
う
な
ど
、
寺
院
行
事
に
も
参
加
し
て
い
る
。

の
代
に
問
題
が
お
こ
っ
て
い
る
。

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
山
で
は
宝
物
格
護
に
関
し
て
貫
主
を
は
じ
め
一
山
の
道
俗
が
遵
守
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
が
、
十
一
世
田
典

。mv

「
治
要
録
」
に

( 117) 

凡
正
中
山
ノ
宝
蔵
ハ
祖
師
一
期
之
書
記
霊
宝
数
多
有
レ
之
故
三
代
聖
人
懇
－
－
誠
レ
之
厳
重
之
提
有
レ
之
、

テ
三
代
聖
人
之
旋
ヲ
モ
忘
失
シ
、
宗
門
興
隆
之
志
モ
薄
ク
シ
テ
自
身
親
キ
人
ユ
ハ
祖
師
之
真
蹟
ヲ
モ
狽
リ
ニ
切
割
与
へ
ラ
レ
シ
事
日
本
国

然
十
一
世
田
典
師
常
住
持
ト
シ

中
ニ
隠
レ
ナ
カ
リ
シ
故
、
界
妙
国
寺
関
山
日
琉
師
ハ
其
時
宗
門
之
碩
学
棟
梁
ナ
リ
シ
故
早
ク
閲
レ
之
深
歎
レ
之
、
中
山
へ
参
詣
シ
テ
頻
諌
暁

ア
リ
シ
カ
ト
モ
典
師
更
－
－
不
ν
用
レ
之
、
是
以
不
レ
得
一
一
止
コ
ト
ヲ
－
到
－
一
駿
府
－
奉
レ
愁
＝
訴
東
照
宮
、

と
あ
る
よ
う
に
、
十
一
世
の
日
典
が
三
代
上
人
の
提
書
を
忘
れ
て
不
時
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
を
界
妙
国
寺
田
琉
は
歎
き
、
幕
府
に
訴
え

て
い
る
o
寺
社
奉
行
に
お
い
て
札
明
の
上
、
日
典
は
退
寺
と
判
決
が
下
さ
れ
、
後
住
は
日
琉
が
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
摂
と
く
に
、

一司

住

持
ト
シ
テ
三
代
聖
人
之
提
ヲ
モ
忘
失
シ
」
、

「
自
身
親
シ
キ
人
ニ
ハ
祖
師
之
真
蹟
ヲ
モ
狼
リ
ニ
切
割
与
へ
」
と
い
っ
た
点
が
管
理
の
上
で

近
世
日
蓮
宗
寺
院
の
宝
物
管
理
に
つ
い
て
付
〈
望
月
）



近
世
日
蓮
宗
寺
院
の
宝
物
管
理
に
つ
い
て
H
〈望月〉

も
関
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

中
世
で
は
、
住
職
の
置
文
に
よ
っ
て
後
住
に
宝
物
格
護
の
清
規
が
伝
え
ら
れ
、
譲
状
に
よ
っ
て
そ
れ
に
掲
げ
ら
れ
た
宝
物
が
後
住
に
譲

り
与
え
ら
れ
、
住
職
交
代
の
度
に
こ
れ
は
遵
守
さ
れ
た
。

そ
れ
で
は
、
次
に
宝
物
の
散
逸
・
盗
難
防
止
策
を
検
討
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

千
葉
県
玉
造
の
蓮
華
寺
で
は
、

江
戸
時
代
の
寺
院
で
は
、
住
職
が
交
代
し
た
り
無
住
に
な
っ
た
り
す
る
と
、
宝
物
の
管
理
が
関
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
種
々
霊
宝
等
破
談
林
之
刻
宗
義
乱
数
年
無
住
故
、
什
物
等
悉
乱
ル
也
山
と
、
無
住
に
な
っ
た
の
で
宝

(118) 

物
が
紛
失
し
て
し
ま
う
と
し
、
管
理
の
面
で
住
職
の
必
要
性
を
物
語
っ
て
い
る
。

ま
た
、
備
前
牛
窓
の
本
蓮
寺
で
は
、

一
、
御
霊
宝
一
乱
之
節
無
人
品
無
用
－
一
依
レ
有
ν
之
本
山
へ
申
達
シ
万
一
本
蓮
寺
破
却
申
候
共
、

シ
、
寛
文
七
年
来
十
月
－
一
播
州
赤
穂
江
引
退
ヶ
、
坂
田
左
近
右
門
ト
申
仁
之
蔵
へ
預
ケ
殴
キ
、
寛
文
十
三
ノ
冬
当
寺
へ
引
迎
江
、
寺
僧

，
，
 

井
志
残
レ
ル
槌
方
へ
以
－
－
注
文
－
悉
一
粧
渡
シ
如
レ
元
町
置
候
お

v

損
失
不
レ
申
様
ニ
念
入
書
中
取
リ
替
ハ

と
、
宝
物
が
紛
失
の
際
は
本
山
へ
連
絡
す
る
と
し
、
寺
が
破
却
の
時
に
は
紛
失
し
な
い
よ
う
な
方
策
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

そ
れ
も
、
寛
文
六
年
（
二
ハ
六
六
）
七
月
中
旬
に
檀
越
が
全
て
神
道
に
改
宗
し
、
同
七
年
九
月
下
旬
に
神
道
に
な
っ
た
者
に
授
法
札
を
押

さ
せ
た
危
機
を
察
し
て
、
翌
十
月
に
宝
物
を
赤
穂
へ
引
移
し
、
寛
文
九
年
三
六
六
九
）
五
月
に
寺
が
焼
か
れ
、
仏
像
が
十
二
体
も
盗
み

出
さ
れ
た
折
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
漸
く
一
件
が
落
着
し
、
弟
子
が
帰
山
し
た
寛
文
十
三
年
三
六
七
三
〉
冬
に
宝
物
を
引
戻
す
、
と
い
っ



ハ
却
）

た
事
態
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
う
し
た
危
機
に
対
す
る
処
置
を
住
職
が
行
な
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
と
い
え
よ
う
。

《
泊
》

ま
た
、
中
山
法
華
経
寺
の
貫
主
は
前
述
し
た
如
く
十
二
世
田
球
よ
り
上
方
三
山
輪
番
と
な
る
が
、
次
の
「
永
輪
番
式
目
」
を
み
る
と
、

正
中
山
就
永
輪
番
相
定
法
式

一
、
当
山
御
霊
宝
如
エ
日
窓
師
之
目
録
－
可
レ
奉
－
－
堅
守
護
一
事
、

【

mv

と
、
二
十
二
世
日
窓
の
宝
物
目
録
の
通
り
格
護
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

身
延
末
寺
の
三
島
本
覚
寺
で
は
、

謹
而
言
上

今
度
本
覚
寺
御
霊
宝
之
品
付
而
蒙
－
－
御
勘
嘗
－
候
所
御
宥
免
之
慮
悉
奉
レ
存
候
、

依
レ
之
従
＝

養
珠
院
様
－
被
レ
下
候
十
五
両
金
子
を
以
御

(119) 

霊
宝
調
法
仕
什
物
相
納
可
レ
申
候
、
自
今
以
後
本
覚
寺
什
物
紛
失
不
レ
申
候
様
可
ν仕
候
、
此
旨
於
－
－
違
背
五
可
レ
蒙
コ
仏
祖
之
御
罰
－
者
也
、

仰
手
形
如
レ
件
、

寛
永
第
十
酉
卯
月
二
日

智
執
院自

然
（
花
押
〉

身
延
山

《
剖
》

御
納
所

と
、
寛
永
十
年
三
六
三
二
〉
に
御
霊
宝
が
紛
失
し
た
が
養
珠
院
お
万
の
方
に
よ
っ
て
買
い
戻
さ
れ
て
お
り
、
本
寺
の
久
遠
寺
に
「
此
旨

近
世
日
蓮
宗
寺
院
の
宝
物
管
理
に
つ
い
て
付
〈
望
月
〉



近
世
日
蓮
宗
寺
院
の
宝
物
管
理
に
つ
い
て
付
ハ
望
月
〉

於
違
背
者
可
蒙
仏
祖
之
御
罰
者
也
」
と
宝
物
を
紛
失
し
な
い
よ
う
替
っ
て
い
る
。

寛
文
元
年
三
六
六
一
）
に
、

身
延
で
土
蔵
出
入
が
あ
っ
た
際
も
山
内
支
院
の
僧
侶
は
、

「
御
霊
宝
御
消
息
御
代
々
御
本
尊
諸
難
敷

等
弁
什
物
ノ
諸
道
具
金
銀
銭
衣
限
等
惣
而
不
依
何
一
物
も
盗
取
私
遺
不
申
候
、
少
も
依
通
無
之
候
」
と
、
本
院
の
宝
物
を
盗
ん
で
い
な
い

【笛》

旨
の
番
付
を
認
め
、
「
若
偽
リ
於
申
－
－
而
ハ
法
華
経
中
ノ
一
切
三
宝
ノ
御
爵
可
罷
裳
者
也
」
と
結
ん
だ
起
請
文
を
提
出
し
て
い
る
。

ま
た
、
文
久
三
年
三
八
六
一
二
〉
に
身
延
の
宝
蔵
の
風
目
釜
が
盗
み
出
さ
れ
た
時

Mv

口
上
書

一
、
此
度
什
宝
之
内
大
切
之
品
致
＝
紛
失
二
一
付
、

御
尋
－
－
預
リ
候
得
共
銘
々
一
回
存
不
レ
申
候
問
、

己
後
何
レ
之
御
札
御
座
候
共
急
度
申

披
可
ν仕
候
、
為
レ
急
速
印
差
出
候

以
上
、

(120) 

文
久
三
年
突
亥
正
月
日

門
徒
当
番

出
役
他
行
中

鏡
閥
院
（
花
押
〉

智智
章観
院院
rヘ f、
花花
押押

Z1 

〈
後
略
〉

と
、
当
番
鏡
閉
院
他
は
本
院
へ
哲
状
を
出
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
末
寺
が
本
寺
へ
、
支
院
が
本
院
で
そ
れ
ぞ
れ
宝
物
護
持
に
関
す
る
普
状
（
起
請
文
）
が
提
出
さ
れ
、
宝
物
散
逸
・
盗



難
の
際
に
は
厳
重
な
処
置
が
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
こ
の
護
持
の
姿
勢
は
宝
物
に
限
ら
ず
什
器
・
什
物
類
の
場
合
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

次
の
史
料
は
、
中
山
法
華
経
寺
の
地
中
智
泉
院
住
職
で
あ
る
日
尚
が
、
天
保
十
二
年
三
八
四
一
）
に
寺
社
奉
行
所
へ
召
出
さ
れ
た
こ

と
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

差
上
申
一
札
之
事

一
、
当
寺
地
中
智
泉
院
日
尚
儀
、
只
今
従
＝
御
奉
行
所
－
御
差
紙
頂
戴
直
々
御
召
連
被
レ
遊
候
、
依
レ
之
拙
僧
共
儀
被
＝
召
出
－
御
一
同
御
立
合

之
上
御
改
之
上
智
泉
院
寺
附
之
什
物
弁
諸
道
具
共
御
預
被
＝
仰
付
一
奉
レ
畏
候
、
然
ル
上
者
万
一
御
預
之
品
紛
失
等
有
レ
之
侯
者
、
如
何
様

之
越
度
ユ
モ
可
レ
被
－

h
付
－
候
、

且
叉
無
住
之
義
ニ
付
火
之
元
之
義
－
一
付
テ
モ
不
コ
申
及
－
、

万
端
入
念
可
レ
仕
旨
被
＝
仰
渡
－
是
叉
奉
レ
畏

候
、
為
コ
後
証
－
何
而
如
レ
件
、

ハ
十
ニ
》

天
保
丑
年
五
月
什
七
日

(121) 

下
総
園
葛
飾
郡
中
山

法
華
経
寺
院
代

本
融
院

印

法
華
経
寺
代

法
宣
院

印

阿
部
伊
勢
守
様
御
内

羽
田
閑
蔵
殿

菊
地
欣
一
郎
殿

?l 

近
世
日
蓮
宗
寺
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宝
物
管
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い
て
H
ハ
望
月
〉



近
世
日
蓮
宗
寺
院
の
宝
物
管
理
に
つ
い
て
H
（
望
月
〉

こ
れ
に
よ
る
と
、
住
職
不
在
の
問
、
関
連
寺
院
で
あ
る
本

融
院
・
法
宣
院
が
什
物
や
諸
道
具
類
を
預
か
る
旨
が
示
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
付
、
什
物
類
が
紛
失
し
た
場
合
は
関

連
寺
院
の
責
任
で
あ
る
、
口
、
無
住
の
聞
は
火
の
元
に
注
意

を
払
う
、
の
二
点
の
哲
約
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
散
逸
を
防

ぐ
よ
う
心
掛
け
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

ま
と
め
に
｜
｜
若
干
の
展
望
｜
｜

以
上
、
み
て
き
た
よ
う
に
江
戸
時
代
の
寺
院
の
宝
物
管
理

権
は
住
職
に
委
ね
ら
れ
、
日
進
聖
人
関
係
の
聖
教
類
が
多
い

身
延
、
中
山
で
は
宝
蔵
提
番
や
貫
主
置
文
に
よ
っ
て
格
護
さ

れ
て
い
た
。
ま
た
、
無
住
や
住
職
留
守
中
の
間
も
紛
失
を
逸

れ
る
た
め
宝
物
は
、
本
寺
や
関
連
寺
院
（
法
類
寺
院
〉
に
よ

っ
て
管
理
さ
れ
、
万
全
が
期
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
若
干
の
展
望
を
試
み
て
終
わ
り
に
し
た
い
。

中
世
の
日
蓮
宗
寺
院
の
宝
物
管
理
は
、

日
蓮
遺
文
の
蒐

集
、
格
謎
に
重
点
が
置
か
れ
た
が
、
近
世
に
入
る
と
聖
人
真

身延の宝物目録

題 名

明応～永正期 大聖人御筆目録 12世田意代

慶長 8(1603) 身延山久遠寺御霊宝記録 21世日乾代

10 (1605) 身延山久遠寺蓮祖御真翰入函之次第 22世日遠代

万治 3(1660) 甲州身延山久遠寺蓮祖御真翰入函之次第 28世日実代

寛文 8(1668) 書籍目録 29世日鐙代

12 (1672) 御富井御聖教目録 // 

延宝7(1679) 東土蔵二階御霊宝目録 31世日脱代

正徳 2(1712) 西土蔵宝物録 33世日：亨代

享和 2(1802) 東蔵奥二階什物改帳 51世日全代

安政 6(1859) 身延山久遠寺什物改控帳 68世日実代

。 〈ク〉 霊宝目録 。

万延元 (1860) 什物書籍目録 69世日琢代

。 〈。〉 久遠寺常住書籍目録 // 

〈年欠〉 西土蔵東土蔵御霊宝目録

補表

〔出典：身延山久遠寺文書〕

(122) 



蹟
の
蒐
集
の
み
な
ら
ず
そ
れ
ら
の
修
理
、
保
存
、

ま
た
歴
代
先
師
関
係
の
宝
物
や
写
本
類
の
増
加
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
宝
物
の
管
理
に
せ

ま
ら
れ
、
そ
の
散
逸
・
錯
綜
を
防
ぐ
た
め
、
分
類
整
理
、
宝
物
目
録
の
作
成
が
必
要
に
な
っ
て
き
た
。

こ
れ
を
身
延
の
場
合
で
み
て
み
る
と
、
補
表
の
よ
う
に
な
る
。

現
存
す
る
宝
物
目
録
の
中
で
、
十
二
世
日
意
よ
り
二
十
九
世
田
建
ま
で
は
真
蹟
御
書
が
中
心
で
あ
る
。
そ
れ
が
三
十
一
世
日
脱
の
「
脱

師
目
録
」
に
至
る
と
初
め
て
、
そ
の
他
の
宝
物
類
ま
で
目
録
に
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
典
籍
目
録
が
二
十
九
世
日
延
代
に
、

《

nv

「
東
土
蔵
宝
物
目
録
」
が
三
十
一
世
日
脱
代
に
出
来
、
霊
宝
蔵
が
二
十
八
世
日
実
代
に
建
立
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
時
期
に
身

廷
の
宝
物
が
分
類
格
護
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
次
回
を
期
し
た
い
と
思
う
。

〔註〕（

1
〉

（

2
〉

宝
物
と
は
、
広
義
に
解
釈
す
る
と
寺
院
や
神
社
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
宝
物
類
を
い
う
が
、
具
体
的
に
は
古
文
窃
・
典
籍
類
・
什
器
・
仏
像
・
密
画

幅
等
を
指
す
。

特
に
、
日
蓮
聖
人
真
蹟
遺
文
に
関
し
て
の
研
究
が
中
心
で
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
に
鈴
木
一
成
氏
『
日
蓮
聖
人
遺
文
の
文
献
学
的
研
究
』
、
浅
井

要
麟
氏
『
回
避
聖
人
教
学
の
研
究
』
、
高
木
盛
氏
「
近
世
初
頭
に
お
け
る
関
西
日
蓮
教
団
の
動
向
」
ハ
宮
崎
英
修
編
『
近
世
法
華
仏
教
の
展
開
』

所
収
〉
が
あ
る
。

嘉
永
七
年
三
八
五
四
〉
『
身
延
山
諸
堂
記
』
ハ
身
延
久
遠
寺
文
書
〉
0

『
身
延
文
庫
所
蔵
文
書
、
絵
画
目
録
』
解
説
。

身
延
久
遠
寺
文
書
。

右
問
。
な
お
、
現
存
す
る
も
の
は
「
東
蔵
定
」
と
「
西
蔵
定
」
の
こ
つ
で
あ
る
。

久
遠
寺
文
書
。

右
向
。

藤
井
教
雄
編
『
御
本
尊
鑑
迫
泊
院
日
亨
上
人
』
所
収
。

『
身
延
山
史
』
一
七
三
頁
。
同
書
に
よ
る
と
宝
蔵
は
古
来
よ
り
貫
主
一
人
の
封
印
で
あ
っ
た
が
、
日
亨
代
に
至
り
老
僧
評
定
中
相
識
し
、
方
丈
老

僧
相
封
と
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
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ハ
3
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ハ
4
〉

ハ
5
V

〈

6
〉

〈

7
〉

ハ
8
〉

〈

9
〉
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近
世
日
蓮
宗
寺
院
の
宝
物
管
理
に
つ
い
て
H
ハ
望
月
〉

〈
叩
〉
身
延
覚
林
坊
蔵
（
林
是
晋
民
「
近
世
に
お
け
る
身
延
山
支
院
の
組
織
に
つ
い
て
」
、

（
U
）
『
大
田
区
史
』
資
料
編
寺
社
2
一二

O
頁
所
収
。

〈
ロ
〉
中
尾
尭
編
『
中
山
法
華
経
寺
史
料
』
二
七
頁
。

ハ
日
）
「
本
末
連
判
帳
」
（
『
千
葉
県
史
料
』
中
世
篇
諸
家
文
書
、
ニ
八
一

t
ニ
八
五
頁
〉
。

（
U
〉
法
華
経
寺
の
聖
教
類
の
一
部
は
、
明
治
三
十
二
年
五
月
に
盗
難
に
遭
っ
た
が
ハ
中
山
法
華
経
寺
誌
編
纂
委
員
会
編
『
中
山
法
華
経
寺
誌
』
五
四
九

頁
〉
、
他
は
歴
代
の
貫
主
に
遵
守
さ
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
ま
た
、
昭
和
六
年
に
聖
教
肢
の
竣
工
に
伴
い
、
日
蓮
聖
人
の
真
蹟
や
こ
れ
に
準

ず
る
重
要
文
書
に
限
っ
て
、
鬼
子
母
神
堂
か
ら
同
所
に
移
動
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
分
散
管
理
の
面
か
ら
注
目
さ
れ
る
。

〈
時
〉
『
中
山
法
華
経
寺
誌
』
四
六
七
頁
。

ハ
時
〉
『
日
蓮
宗
宗
学
全
書
』
〈
以
下
『
宗
全
』
と
略
称
〉
二
十
巻
三
三

1
三
四
頁
。

（
げ
〉
『
中
山
法
華
経
寺
誌
』
七
四
頁
。

ハ
四
〉
『
宗
全
』
二
十
二
巻
一
六
六
頁
。

（
印
〉
『
宗
全
』
二
十
三
巻
五
八
頁
。

ハ
却
〉
右
同
五
七
頁
。

〈
幻
〉
『
中
山
法
華
経
寺
誌
』
七
四
頁
。

（
m〉
『
宗
全
』
二
十
巻
一
八
四
頁
。

（
お
〉
寺
尾
英
智
氏
は
、
中
山
の
真
蹟
遺
文
は
「
日
常
目
録
」
・
「
日
祐
目
録
」
以
降
増
加
と
散
失
を
く
り
返
し
、
天
正
末
年
ま
で
に
こ
れ
は
終
了
し
、

現
蔵
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
の
は
近
世
初
期
「
日
窓
目
録
」
に
至
っ
て
で
あ
る
と
し
て
い
る
ハ
「
中
山
法
華
経
寺
に
お
け
る
真
蹟
遺
文
の
伝
来
過
程
に

つ
い
て
」
、
『
日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
』
十
二
号
所
収
〉
。

ハ
M
V
身
延
久
遠
寺
文
書
。

ハ
お
）
右
問
。
な
お
、
こ
の
起
請
文
は
、
寛
文
二
年
三
六
六
二
〉
の
怠
真
、
同
三
年
の
妙
法
坊
、
同
六
年
の
利
山
、
発
給
の
三
通
が
現
存
す
る
。

〈
mv
「
御
蔵
紛
失
物
取
調
方
仮
帳
」
〈
身
延
久
遠
寺
文
書
〉
。

（
釘
〉
身
延
久
遠
寺
文
書
。

ハ
羽
〉
「
智
泉
院
召
捕
一
件
諸
事
控
」
〈
『
宗
全
』
二
十
三
巻
－
三
六
頁
〉

〈
却
〉
日
亨
記
「
甲
州
身
延
諸
堂
細
調
録
」
（
『
御
本
尊
鑑
遠
泊
院
日
亨
上
人
』
所
収
〉
。

『
日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
』
三
号
掲
載
資
料
〉
。

( 124) 


